
金融庁行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現 行 

附 則 

１ この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 金融庁行政文書管理規則（平成１３年１月６日金融庁訓令第２号）は、廃止す

る。 

附 則 

１ この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 金融庁行政文書管理規則（平成１３年１月１６日金融庁訓令第２号）は、廃止

する。 

附 則 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

第８６回公文書管理委員会
内閣府大臣官房公文書管理課

別紙２


